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介護老人保健施設 重要事項説明書 

令和 6 年 4 月１日改定 

 

１．介護老人保健施設の目的と運営方針 

【目的】 

当施設は、要介護状態と認定された利用者に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者がその有する能

力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、利用者の居宅における生

活への復帰を目指した介護保健施設サービスを提供することを目的としています。 

【運営方針】 

１ 当施設では、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス 

計画に基づいて、医学的管理の下における機能訓練、看護、介護その他日常的に必要とされる医療並びに 

日常生活上の世話を行い、居宅における生活への復帰を目指します。 

２  当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原

則として利用者に対し身体拘束を行ないません。 

３  当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、その他の保健医療

福祉サービス提供者及び関係市区町村等と綿密な連携をはかり、利用者が地域において総合的なサービス

の提供を受けることができるよう努めます。 

４  当施設では、明るく家庭的な雰囲気を重視し、利用者が地域とふれあいながら、家庭復帰できるようサ

ービスの提供を実施します。 

５ 当施設では、 サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上必要

な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに、利用者の同意を得て実施します。 

６ 当施設では、利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、

当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的

に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその代理人の同意を得る

こととします。 

 

２．法人の概要 

法  人  名 医療法人 湖青会（イリョウホウジン コセイカイ） 

所  在  地 滋賀県大津市和邇高城２６０番地の１ 

代 表 者 名 理事長 井上 徹也 

電 話 番 号 ０７７－５９４－０１１０ 

ホームページ www.koseikai.care/ 



３．施設の概要      

施  設  名 医療法人湖青会 介護老人保健施設 ケアセンター志賀 

施  設  長 弘中 武 

所  在  地 滋賀県大津市和邇高城２６０番地の１ 

電話番号 ０７７－５９４－０１１０ 

ＦＡＸ番号 ０７７－５９４－０１１２ 

開設年月日 平成９年４月２１日 

事業所番号 ２５５０１８００６７ 

利用設備 
居室（定員５０名うち認知症専門棟１５名）、浴室（大浴室・特別浴室等）、 

食堂、談話室、レクリエーションルーム、機能訓練室、家族介護教室、相談室等 

■３階居室（個室７室  ４人部屋７室  計３５名） 

■４階居室（個室３室  ４人部屋３室  計１５名）  

４．施設サービスの内容 

 ① 施設サービス計画書の立案 

利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって作成し、利用者及び家族等の希望を十分に取

り入れ、また計画の内容については同意をいただくこととなります。 

 ② 食事 

  食事は原則として、食堂にてお取りいただきます。 

 ③ 入浴 

個別浴室、一般浴室のほか、特別浴室も完備しています。 

  但し、利用者の身体の状態に応じて、清拭となる場合があります。 

 ④ 看護 

  介護老人保健施設は、入院の必要のない程度の要介護者を対象としていますが、医師・看護師等

が常勤していますので、利用者の状態に照らして適切な医療、看護を行います。 

 ⑤ 介護 

  施設サービス計画に基づいて行います。また、退所時の支援も行います。 

 ⑥ 機能訓練 

  原則、機能訓練室にて行いますが、施設内でのすべての活動が機能訓練のためのリハビリテーシ

ョン効果を期待したものです。 

 ⑦ 相談援助サービス 

 ⑧ 理容・美容サービス 

  理容・美容サービスは、別途料金をいただきます。 

 ⑨ 行政手続きの代行 

 ⑩ その他 



５．職員体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

職種名 主な職務内容 人員数 

施 設 長 

施設運営の一元的管理を行う。また、施設に

携わる従業者の総括管理、指揮命令等を行

う。 
１人 

医 師 
施設サービス利用者の病状及び心身の状況

に応じて、日常的な医学的対応を行う。 
２人 

薬 剤 師 

医師の指示に基づき調剤を行い、施設で保管

する薬剤を管理するほか、利用者に対し服用

指導を行う。 
１人 

支援相談員 
利用者及びその家族からの相談に応じ、退所

時の居宅介護支援事業所等との調整を図る。 
１人 

介護支援専門員 

施設サービス計画を作成し、利用者又はその

家族に対して説明し、同意を求める。また、

必要に応じ当該計画の変更を行う。 
１人 

理学療法士等 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施計画に基づき、利用者に対し

て、機能訓練を実施する。 

令和   年  月  日現在 

人 

管理栄養士 
栄養ケア計画に基づき、利用者の栄養状態の

管理を行う。 
１人 

看 護 職 員 

医師の指示に基づき、投薬、検温、血圧測定

等の医療行為を行い、また施設サービス計画

に基づく看護を行う。 

令和   年  月  日現在               

人 

介 護 職 員 

施設サービス計画に基づき、他職種と協働し

て、介護全般を行う。 

令和   年  月  日現在 

人 

調 理 職 員 
管理栄養士の指導・管理の下で、利用者の食

事を調理する。 
外部業者へ委託しています。 

事 務 職 員 

介護保険請求業務及びそれに付随する業務

を行う。 

 

３人 



６．利用料 

（１）介護保健施設サービス費（介護保険適用サービス） 

介護保険の適用される利用者については、提供した介護保険施設サービス費等の利用者負担額をいただ

きます。利用者負担額につきましては、介護保険負担割合証に記載されている割合の金額になります。

２割・３割負担の方は、１円未満の端数計算により１割の金額の２倍・３倍にはなるとは限りません。 

但し、利用者が以前に保険料の滞納がある場合は、利用者より「厚生労働大臣の定める基準額」の１０

割をいただき、当施設が発行するサービス提供証明書をもって、差額の払い戻しを受けることができます。  

在宅復帰・在宅療養支援機能に対する評価による基本報酬の算定区分 
在宅復帰・在宅療養支援等指標等評価１０項目（在宅復帰率、ベッド回転率、入所前後訪問指導割合、

退所前後訪問指導割合、居宅サービスの実施数、リハ専門職の配置割合、支援相談員の配置割合、要介護

４又は５の割合、喀痰吸引の実施割合、経管栄養の実施割合）の各項目に応じた値を足し合わせた値（最

高値：９０）により、下記のとおり基本報酬体系が区分されます。当施設の指標は７０以上であり在宅強

化型「①超強化型」の算定要件を満たしています。この指標は施設体制により変動することがあります。 

算定要件：在宅復帰・在宅療養支援等指標：評価 10 項目の合計数により区分 

≪在宅強化型≫ ≪基 本 型≫ ≪その他型≫ 

① 超強化型：70 から ③ 加算型：40 から 59 
⑤ その他型：0 から

19 

基本報酬Ⅰ(ⅱ)(ⅳ)在宅強化型 基本報酬Ⅰ(ⅰ)(ⅲ)基本型 基本報酬Ⅳ(ⅰ)(ⅱ) 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ） 在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ）   

② 在宅強化型：60 から 69 ④ 基本型：20 から 39 

  基本報酬Ⅰ(ⅱ)(ⅳ)在宅強化型 基本報酬Ⅰ(ⅰ)(ⅲ)基本型 

    

 

「厚生労働大臣の定める基準額」の１割・２割・３割自己負担分 
＊下記の金額は、地域区分（５級地 1 単位 10.45 円）で計算されています。 

 

≪在宅強化型≫ 超強化型（指標７０以上）は在宅復帰・在宅療養支援機能加算が加算 

当施設は在宅強化型のうち「①超強化型（指標７０以上）」に該当します。 

 介護保健施設サービス費Ⅰ（１日につき） 

指 標 

60～90 
従来型個室 Ⅰ（ⅱ） 多 床 室Ⅰ（ⅳ） 

 
１割     2 割 ３割

 

１割     2 割 ３割
 

要介護１ ８２４円 １，６４７円 ２，４７１円 ９１１円 １，８２１円 ２，７３１円 

要介護２ ９０２円 １，８０４円 ２，７０６円 ９９０円 １，９８０円 ２，９６９円 

要介護３ ９７０円 １，９４０円 ２，９１０円 １，０６０円 ２，１２０円 ３，１７９円 

要介護４ １，０３０円 ２，０５９円 ３，０８８円 １，１２１円 ２，２４１円 ３，３６１円 

要介護５ １，０８７円 ２，１７４円 ３，２６１円 １，１７６円 ２，３５２円 ３，５２７円 



≪基 本 型≫ 加算型（指標 40 から 59）は在宅復帰・在宅療養支援機能加算が加算 

 介護保健施設サービス費Ⅰ（１日につき） 

指 標 

20～59 
従来型個室 Ⅰ（ⅰ） 多 床 室Ⅰ（ⅲ） 

 １割 2 割 ３割 １割 2 割 ３割 

要介護１ ７５０円 １，４９９円 ２，２４８円 ８２９円 １，６５８円 ２，４８６円 

要介護２ ７９８円 １，５９５円 ２，３９２円 ８８１円 １，７６２円 ２，６４３円 

要介護３ ８６６円 １，７３１円 ２，５９６円 ９４９円 １，８９８円 ２，８４７円 

要介護４ ９２３円 １，８４６円 ２，７６９円 １，００５円 ２，００９円 ３，０１３円 

要介護５ ９７４円 １，９４８円 ２，９２２円 １，０５８円 ２，１１５円 ３，１７３円 

≪その他型≫ 

 特別介護保健施設サービス費Ⅳ（１日につき） 

指 標 

0～19 
従来型個室 Ⅳ（ⅰ） 多 床 室Ⅳ（ⅱ） 

 １割 2 割 ３割 １割 2 割 ３割 

要介護１ ７３５円 １，４７０円 ２，２０４円 ８１２円 １，６２４円 ２，４３６円 

要介護２ ７８２円 １，５６４円 ２，３４５円 ８６４円 １，７２７円 ２，５９０円 

要介護３ ８４９円 １，６９７円 ２，５４６円 ９２９円 １，８５８円 ２，７８７円 

要介護４ ９０４円 １，８０８円 ２，７１２円 ９８４円 １，９６７円 ２，９５０円 

要介護５ ９５４円 １，９０８円 ２，８６２円 １，０３６円 ２，０７１円 ３，１０７円 

 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算 

①超強化型：在宅強化型で指標７０以上の場合に算定 

③加算型：基本型で指標４０～５９の場合に算定          

１日につき ５４円（１割） 

      １０７円（２割） 

１６０円（３割） 

 

 

 

 

 

 



【各種加算】 施設体制および利用者により、下記の算定が加わる場合があります。 

初期加算（Ⅰ）    

入所後３０日に限って、下記料金に算定します。 

当該介護老人保健施設の空床情報について、地域医療情報連携ネットワーク等を通じ、地域の医療

機関に定期的に情報を共有しています。 

１日につき ６３円（１割） 

                                １２６円（２割） 

１８９円（３割） 

 

初期加算（Ⅱ）    

入所後３０日に限って、下記料金を算定します。     

１日につき ３２円（１割） 

                                ６３円（２割） 

９４円（３割） 

 

夜勤職員配置加算                                  

当施設は、夜勤職員配置加算の基準を満たしていますので算定します。 

                              １日につき ２５円（１割） 

                                ５０円（２割） 

７５円（３割） 

 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）    

当事業所の介護職員の総数のうち介護福祉士資格保有者が８０％以上を満たす場合、または勤続 10 

年以上の介護福祉士が 35％以上満たす場合に算定します。 

                                              １日につき  ２３円（１割） 

４６円（２割） 

６９円（３割） 

 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）     

当事業所の介護職員の総数のうち介護福祉士資格保有者が 65％以上を満たす場合満たす場合に 

算定します。 

１日につき １９円（１割） 

                                      ３８円（２割） 

５７円（３割） 

 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）     

当事業所の介護職員の総数のうち介護福祉士資格保有者が 50％以上、常勤職員 75％以上、勤続年 

数 7 年以上、いずれかを満たす場合に算定します。 

１日につき  ７円（１割） 

                                      １３円（２割） 

１９円（３割） 

 

 



栄養マネジメント強化加算    

常勤の栄養士または管理栄養士を１名配置し、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した

日常生活を営むことができるよう、入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行い、医師、管理栄

養士、看護師等が共同して、作成した、栄養ケア計画に従い、食事の観察を週 3 以上行う。栄養状

態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施にあたって、当該情報その他継続的な

栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合に算定します。                                                 

１日につき １２円（１割）   

                                      ２３円（２割） 

   ３５円（３割） 

 

栄養ケア・マネジメントの未実施  

1 日につき －１５円（１割）  

                                     －３０円（２割） 

                                     －４４円（３割） 

退所時栄養情報連携加算    

管理栄養士が、退所先の医療機関等に対して、当該者の栄養管理に関する情報を提供した場合に算

定します。 

 １月につき１回を限度 ７４円（１割）   

                                     １４７円（２割） 

   ２２０円（３割） 

短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）   

入所者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、そ

の入所の日から起算して３月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合であって、か

つ、原則として入所時及び１月に１回以上ＡＤＬ等の評価を行うとともに、その評価結果等の情報

を厚生労働省に提出し、必要に応じてリハビリテーション計画を見直している場合に算定します。              

１日につき  ２７０円（１割） 

５４０円（２割） 

８０９円（３割） 

短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ）   

入所者に対して、医師等が、その入所の日から起算して３月以内の期間に集中的にリハビリテーシ

ョンを行っている場合に算定します。 

 １日につき  ２０９円（１割） 

４１８円（２割） 

６２７円（３割） 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ） 

認知症であると医師が判断した者で、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると

判断された者に対して、入所日から起算して３月以内に限り、１週に３日を限度として、認知症短

期集中リハビリテーションを実施し、かつ、入所者が退所後生活する居宅又は社会福祉施設等を訪

問し、当該訪問により把握した生活環境を踏まえたリハビリテーション計画を作成している場合に

算定します。 

１日につき  ２５１円（１割） 

５０２円（２割） 

７５３円（３割） 



 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ） 

認知症であると医師が判断した者で、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると

判断された者に対して、入所日から起算して３月以内に限り、１週に３日を限度として、認知症短

期集中リハビリテーションを実施した場合に算定します。       

１日につき  １２６円（１割） 

２５１円（２割） 

３７７円（３割） 

 

療養食加算    

食事の提供が管理栄養士によって管理され、医師の指示箋に基づく療養食を提供した場合に算定し

ます。                 

１日３食を限度とし、１食を１回単位   ７円（１割） 

                                          １３円（２割） 

１９円（３割） 

 

外泊時費用    

外泊された場合は、１月に６日を限度として、所定金額に代えて次の金額を算定します。（ただし、

外泊初日と最終日以外の日数とする。）     

１日につき  ３７９円（１割） 

                                          ７５７円（２割） 

１，１３５円（３割） 

 

外泊時費用  （在宅サービスを利用する場合）  

居宅における外泊の際、１月に６日を限度として、介護老人保健施設により提供される在宅サービ

スを利用した場合、所定金額に代えて次の金額を算定します。 

（ただし、外泊初日と最終日以外の日数とする。）     

   １日につき  ８３６円（１割） 

                                        １，６７２円（２割） 

  ２，５０８円（３割） 

 

認知症ケア加算 

認知症の者が、認知症専門棟へ入所した場合に算定します。 

１日につき ８０円（１割） 

                １５９円（２割） 

２３９円（３割） 

 

認知症行動・心理症状緊急対応加算       

 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に入所する

ことが適当であると判断した者に対し、入所させた場合に算定します。 

１日につき ２０９円（１割） 

     ４１８円（２割） 

６２７円（３割） 



 

認知症チームケア推進加算（Ⅰ）（認知症専門ケア加算を算定している場合は算定不可） 

 入所者の総数のうち、日常生活に対する注意をする必要認知症の占める割合が 1/2 以上であり、認

知症介護の指導に係る専門的な研修を修了し、認知症の研修、認知症の予防等に資するケアプログ

ラムを含んだ研修を修了した者を 1 名以上配置し、個別に認知症の評価を計画的に行い、評価の値

を測定し、チームケアを実施し、認知症ケアについてカンファレンスの開催、計画の作成、定期的

な評価、振り返り、見直しを行なっている場合に算定します。 

１月につき １５７円（１割） 

     ３１４円（２割） 

４７１円（３割） 

 

認知症チームケア推進加算（Ⅱ）（認知症専門ケア加算を算定している場合は算定不可） 

 入所者の総数のうち、日常生活に対する注意をする必要認知症の占める割合が 1/2 以上であり、認

知症介護の指導に係る専門的な研修を修了し、認知症の研修、認知症の予防等に資するケアプログ

ラムを含んだ研修を修了した者を 1 名以上配置し、個別に認知症の評価を計画的に行い、評価の値

を測定し、チームケアを実施し、認知症ケアについてカンファレンスの開催、計画の作成、定期的

な評価、振り返り、見直しを行なっている場合に算定します。 

１月につき １２６円（１割） 

     ２５１円（２割） 

３７７円（３割） 

 

緊急時治療管理 

入所者の病状が重篤となり、救命救急医療が必要な場合において、緊急的な治療管理としての投

薬、検査、注射、処置等を行った場合に算定します。 

（１月に１回、連続する３日を限度）              

1 日につき   ５４２円（１割） 

                                       １，０８３円（２割） 

    １，６２４円（３割） 

 

所定疾患施設療養費Ⅰ 

肺炎、尿路感染症、蜂窩織炎、帯状疱疹、慢性心不全の増悪の方について、投薬・検査・注射・処

置等を行った場合に算定します。 

（１月に１回、連続する７日を限度）                  

1 日につき   ２５０円（１割） 

                                           ５００円（２割） 

７５０円（３割） 

所定疾患施設療養費Ⅱ 

医師が感染症対策に関する研修を受講しており、肺炎、尿路感染症、蜂窩織炎、帯状疱疹、慢性心

不全の増悪の方について、投薬・検査・注射・処置等を行った場合に算定します。 

（１月に１回、連続する 10 日を限度）                  

1 日につき   ５０２円（１割） 

                                       １，００４円（２割） 

   １，５０５円（３割） 



 

認知症専門ケア加算Ⅰ    

介護を必要とする認知症を占める割合が２分の１以上で、認知症介護実践リーダー研修修了者を一定

人数配置し、専門的な認知症ケアを実施し、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に関

わる会議を定期的に開催した場合に算定します。 

１日につき ４円（１割） 

７円（２割） 

１０円（3 割） 

 

認知症専門ケア加算Ⅱ    

（Ⅰ）の要件を満たし、認知症介護指導者養成研修修了者を 1 名以上配置し、事業所全体の認知症ケ

アの指導等を実施し、介護、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施(予定)した場

合に算定します。 

１日につき ５円（１割） 

９円（２割） 

１３円（3 割） 

再入所時栄養連携加算 

入所者が医療機関に入院し、施設入所時と大きく異なる栄養管理が必要となった場合（経管栄養ま

たは嚥下調整食の新規導入）、介護老人保健施設の管理栄養士が当該医療機関での栄養食事指導に同

席し、再入所後の栄養管理について当該医療機関の管理栄養士と相談の上、栄養ケア計画を作成し、

再入所した場合に算定します。 

          入所中１回を限度  ２０９円（１割） 

                                          ４１８円（２割） 

  ６２７円（３割） 

入所前後訪問指導加算（Ⅰ） 

入所期間が１月を超えると見込まれる者で、入所予定日前３０日以内又は入所後７日以内に居宅を

訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合に算定します。            

入所中１回を限度 ４７１円（１割） 

                                          ９４１円（２割） 

１，４１１円（３割） 

入所前後訪問指導加算（Ⅱ） 

(Ⅰ)の要件を満たし、生活機能の具体的な改善目標を定めるとともに、退所後の生活に係る支援計画

を策定した場合に算定します。          

入所中１回を限度 ５０２円（１割） 

                                        １，００４円（２割） 

１，５０５円（３割） 

                                                                                                          

試行的退所時指導加算 

入所期間が１月を超える入所者をその居宅に試行的な退所の時に利用者及びその家族等に対して、

退所後の療養上の指導を行った場合に３月の間に１月に１回を限度に算定します。 

３月の間に 1 月１回を限度 ４１８円（１割） 

                                                                       ８３６円（２割） 

１，２５４円（３割） 



退所時情報提供加算（Ⅰ） 

居宅へ退所する入所者について、退所後の主治の医師に対して入所者を紹介する場合、入所者の同

意を得て、当該入所者の診療情報、心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合に、入所者１

人につき１回に限り算定します。 

1 人１回を限度   ５２３円（１割） 

                                        １，０４５円（２割） 

１，５６８円（３割） 

 

退所時情報提供加算（Ⅱ） 

医療機関へ退所する入所者等について、退所後の医療機関に対して入所者等を紹介する際、入所者

等の同意を得て、当該入所者等の心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合に、入所者等１

人につき１回に限り算定します。 

1 人１回を限度   ２６２円（１割） 

                                          ５２３円（２割） 

７８４円（３割） 

 

入退所前連携加算(Ⅰ) 

入所予定日前 30 日以内又は入所後 30 日以内に、入所者が退所後に利用を希望する居宅介護支援

事業所と連携し、入所者の同意を得て、退所後の居宅サービス等の利用方針を定め、入所者の入所

期間が 1 月を超え、入所者が退所し、居宅サービス等を利用する場合、入所者の退所に先立って入

所者が利用を希望する居宅介護支援事業所に対し、入所者の同意を得て、診療状況を示す文書を添

えて、居宅サービス等に必要な情報を提供し、かつ、当該居宅介護支援事業者と連携して退所後の

居宅サービス等の利用に関する調整を行なった場合に算定します。                  

1 人１回を限度   ６２７円（１割） 

                                        １，２５４円（２割） 

１，８８１円（３割） 

入退所前連携加算(Ⅱ) 

入所予定日前 30 日以内又は入所後 30 日以内に、入所者が退所後に利用を希望する居宅介護支援

事業所と連携し、入所者の同意を得て、退所後の居宅サービス等の利用方針を定めた場合に算定し

ます。                  

1 人１回を限度   ４１８円（１割） 

                                         ８３６円（２割） 

１，２５４円（３割）                

訪問看護指示加算 

退所後に訪問看護が必要と認められ、訪問看護ステーションに対して、指示書を交付した場合に算

定します。              

1 人１回を限度   ３１４円（１割） 

                                          ６２７円（２割） 

９４１円（３割） 

 

 

 

 



協力医療機関連携加算 

①入所者等の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確

保していること。②高齢者施設等からの診療の求めがあった場合において、診療を行う体 制を常

時確保していること。③入所者等の病状が急変した場合等において、入院を要すると認められた

入所者等の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。①～③の要件を満たす場合に

算定します。 

１月につき １０５円（１割） 

     ２０９円（２割） 

３１４円（３割） 

  それ以外の場合に算定します。 

１月につき   ６円（１割） 

     １１円（２割） 

１６円（３割） 

 

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）イ 

医師又は薬剤師が高齢者の薬物療法に関する研修を受講しており、入所後１月以内に、状況に応じ

て入所者の処方の内容を変更する可能性があることについて主治の医師に説明し、合意しているこ

と。入所前に当該入所者に６種類以上の内服薬が処方されており、施設の医師と入所者の主治の医

師が共同し、入所中に当該処方の内容を 総合的に評価及び調整し、かつ、療養上必要な指導を行う

こと。入所中に当該入所者の処方の内容に変更があった場合は医師、薬剤師、看護師等の関係職種

間で情報共有を行い、変更後の入所者の状 態等について、多職種で確認を行うこと。入所時と退所

時の処方の内容に変更がある場合は変更の経緯、変更後の入所者の状態等について、退所時又は退

所後１月以内に当該入所者の主治の医師に情報提供を行い、その内容を診療録に記載している場合

に算定します。 

１人 1 回を限度 １４７円（１割） 

                                          ２９３円（２割） 

４３９円（３割）  

 

 

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）ロ 

医師又は薬剤師が高齢者の薬物療法に関する研修を受講していること。入所前に６種類以上の内服

薬が処方されていた入所者について、施設において、入所中に服用薬剤の総合的な評価及び調整を

行い、かつ、療養上必要な指導を行うこと。入所中に当該入所者の処方の内容に変更があった場合

は医師、薬剤師、看護師等の関係職種間で情報共有を行い、変更後の入所者の状態等について、多

職種で確認を行うこと。入所時と退所時の処方の内容に変更がある場合は変更の経緯、変更後の入

所者の状態等について、退所時又は退所後１月以内に当該入所者の主治の医師に情報提供を行い、

その内容を診療録に記載している場合に算定します。 

１人 1 回を限度 ７４円（１割） 

                                          １４７円（２割） 

２２０円（３割）  

 

 

 



かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ） 

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）を算定し、入所者の服薬情報等を厚生労働所に提出し、処方

に当たっての当該情報その他薬物療法の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合に

算定します。              

１人 1 回を限度 ２５１円（１割） 

                                          ５０２円（２割） 

７５３円（３割） 

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ） 

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）（Ⅱ）を算定し、6 種類以上の内服薬が処方されており、入所

中に処方内容を介護老人保健施設の医師とかかりつけ医が共同し、総合的に評価・調整し、介護老

人保健施設の医師が、入所時に処方されていた内服薬の種類を 1 種類以上減少させること。退所時

において、処方されている内服薬の種類が、入所時に比べ 1 種類以上減少している場合に算定しま

す。              

１人 1 回を限度 １０５円（１割） 

                                          ２０９円（２割） 

３１４円（３割） 

 

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅰ） 

入所者ごとのリハビリテーション計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出していること。必要に

応じてリハビリテーション計画の内容を見直す等、リハビリテーションの実施に当たって、当該情

報その他リハビリテーション の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

口腔衛生管理加算（Ⅱ）及び栄養マネジメント強化加算を算定していること。入所者ごとに、医師、

管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員その他の職

種の者が、リハビリテーション計画の内容等の情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実

施のために必要な情報、入所者の口腔の健康状態に関する情報及び入所者の栄養状態に関する情報

を相互に共有すること。共有した情報を踏まえ、リハビリテーション計画または個別機能訓練計画

について必要な見直しを行い、見直しの内容について関係職種に対し共有している場合に算定しま

す。 

1 月につき ５６円（１割） 

                                          １１１円（２割） 

１６６円（３割） 

 

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅱ） 

医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同し、リハビリテーション実施計画を入所者又は

その家族等に説明し、継続的にリハビリテーション実施計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、

リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施の

ために必要な情報を活用した場合に算定します。          

           

1 月につき ３５円（１割） 

                                           ６９円（２割） 

１０４円（３割） 

 

 



ターミナルケア加算 

医師の判断により、家族の同意を得てターミナルケアが行なわれた場合に算定します。 

 死亡日以前 31 日以上 45 日以下            1 日につき  ７６円（１割） 

                                   １５１円（２割） 

２２６円（３割） 

 

  死亡日以前４日以上 30 日以下              １日につき １６８円（１割） 

                                   ３３５円（２割） 

５０２円（３割） 

 

死亡日前日及び前々日                １日につき  ９５１円（１割） 

                                １，９０２円（２割） 

２，８５３円（３割） 

 

死亡日                       １日   １，９８６円（１割） 

                                ３，９７１円（２割） 

５，９５７円（３割） 

若年性認知症入所者受入加算 

若年性認知症入所者に対して、入所を受け入れた場合に算定します。              

                            １日につき  １２６円（１割） 

                                  ２５１円（２割） 

３７７円（３割） 

 

経口移行加算 

経口による食事の摂取を進めるための栄養管理を行なった場合に算定します。  

                     １日につき   ３０円（１割） 

                                    ５９円（２割） 

                                    ８８円（３割） 

 

経口維持加算（Ⅰ） 

経口により食事を摂取する者であって、摂食障害を有し、誤嚥が認められる入所者に対して、経口

による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場合に算定します。                       

１月につき     ４１８円（１割） 

                                         ８３６円（２割） 

１，２５４円（３割） 

経口維持加算（Ⅱ） 

経口維持加算（Ⅰ）を算定している場合であって、経口による継続的な食事の摂取を支援するため

の食事の観察及び会議等に医師が加わった場合に算定します。 

１月につき    １０５円（１割） 

               ２０９円（２割） 

３１４円（３割） 

 

 



口腔衛生管理加算（Ⅰ）    

口腔衛生管理体制加算を算定され、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が月２回以上、入所者に口

腔ケアを行い、口腔ケア・マネジメント計画を作成した場合に算定します。     

１月につき   94 円（１割） 

                             １８８円（２割） 

２８２円（３割） 

 

口腔衛生管理加算（Ⅱ）    

（Ⅰ）の要件に加え、口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔衛

生等の管理の実施に当たって、当該情報その他口腔衛生等の管理の適切かつ有効な実施のために必

要な情報を活用した場合に算定します。     

１月につき  １１５円（１割） 

                             ２３０円（２割） 

３４５円（３割） 

 

 

 

 

自立支援促進加算 

  医師が入所者ごとに、自立支援のために特に必要な医学的評価を入所時に行なうとともに、少な

くとも六月に一回、医学的評価の見直しを行ない、自立支援に係る支援計画等の策定等に参加し、

評価の結果、多職種が共同して自立支援に係る支援計画を策定し、支援計画に従ったケアを実施し

た場合に算定します。 

１月につき ３１４円（１割） 

               ６２７円（２割） 

９４１円（３割） 

 

排せつ支援加算（Ⅰ） 

排せつに介護を要する入所者等ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師又は医師と連携

した看護師が施設入所時等に評価するとともに、少なくとも六月に一回、評価を行ない、結果、適

切な対応を行なう事により、多職種が共同して、排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づ

いた支援計画を作成し、支援を継続して実施した場合に算定します。 

１月につき  １１円（１割） 

                ２１円（２割） 

３２円（３割） 

排せつ支援加算（Ⅱ） 

  排せつ支援加算（Ⅰ）の要件を満たしている施設等において、適切な対応を行なうことにより、

要介護状態の軽減が見込まれる者について、施設入所時と比較して、排尿・排便の状態の少なくと

も一方が改善するとともにいずれも悪化していない、又は、おむつ使用ありから、使用なしに改善

している場合に算定します。 

１月につき  １６円（１割） 

                ３２円（２割） 

４７円（３割） 



排せつ支援加算（Ⅲ） 

  排せつ支援加算（Ⅰ）の要件を満たしている施設等において、適切な対応を行なうことにより、

要介護状態の軽減が見込まれる者について、施設入所時と比較して、排尿・排便の状態の少なくと

も一方が改善するとともにいずれも悪化していない、かつ、おむつ使用ありから、使用なしに改善

している場合に算定します。 

１月につき  ２１円（１割） 

                ４２円（２割） 

６３円（３割） 

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） 

  入所者に対して褥瘡の発生と関連のあるリスクについて施設入所時に評価するとともに、少なく

とも三月に一回、評価を行ない、その評価結果等を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たっ

て当該情報等を活用していること。評価結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者に多職

種が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成した場合に算定します。 

1 月につき   ４円（１割） 

７円（２割） 

 １０円（３割） 

 

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） 

 （Ⅰ）の要件に加えて、施設入所時等の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者

について褥瘡の発生のない場合に算定します。 

1 月につき  １４円（１割） 

２７円（２割） 

 ４１円（３割） 

褥瘡マネジメント加算（Ⅲ） 

施設入所時に、関連職種の者が共同して評価をし、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成し、褥瘡

ケア計画に基づいて、褥瘡管理をした場合算定します。 

３月につきに１回を限度とする  １１円（１割） 

２１円（２割） 

 ３２円（３割） 

 

安全対策体制加算 

外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施

する体制が整備されている場合に算定します。 

１人 1 回を限り  ２１円（１割） 

４２円（２割） 

 ６３円（３割） 

安全管理体制未実施減算 

 －６円（１割） 

－１１円（２割） 

－１６円（３割） 

 

 

 



業務継続計画未実施減算＊令和 7 年 4 月 1 日から適用 

 感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築

するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症若しくは災害のいずれ

か又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算されます。 

所定単位数の 100 分の 3 に相当する単位数を減算 

 

科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 

  入所者毎の心身の状態等の基本的な情報を、厚生労働省に提出し、必要に応じてサービス計画を

見直すなど、サービスの提供に当たって、基本的情報、その他サービスを適切かつ有効に提供する

ために必要な情報を活用している場合に算定します。 

1 月につき  ４２円（１割） 

８４円（２割） 

 １２６円（３割） 

科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 

(Ⅰ)の要件に加え、疾病の状況や服薬情報等の情報を厚生労働省に提出した場合に算定します。 

1 月につき  ６３円（１割） 

１２６円（２割） 

 １８９円（３割） 

身体拘束廃止未実施減算 

施設入所者に対し、身体拘束を廃止するための取り組みを実施していない場合に減算します。 

所定単位数の 100 分の 10 に相当する単位数を減算 

 

高齢者虐待防止措置未実施減算 

 虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合に減算します。 

所定単位数の 100 分の 1 に相当する単位数を減算 

 

 

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） 

 感染症法第６条第 17 項に規定する第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対

応を行う体制を確保していること。協力医療機関等との間で新興感染症以外の一般的な感染症の発

生時等の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時等に協力医療機 関等と連携し適切に対応して

いること。診療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療

機関又は地域の医師会が定期的に行う院内感染対策に関する研修又は訓練に１年に１回以上参加し

ている場合に算定します。 

1 月につき  １１円（１割） 

２１円（２割） 

 ３２円（３割） 

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） 

 診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、３年に１回以上施設内で感

染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けている場合に算定します。 

1 月につき   ６円（１割） 

１１円（２割） 

 １６円（３割） 



新興感染症等施設療養費 

 入所者等が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う

医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者等に対し、適切な感染対策を行った上で、

該当する介護サービスを行った場合に算定します。 

（１月に１回、連続する 5 日を限度） 

1 日につき ２５１円（１割） 

                                           ５０２円（２割） 

７５３円（３割） 

 

生産性向上推進体制加算（Ⅰ） 

（Ⅱ）の要件を満たし、データにより業務改善の取組による成果が確認され、見守り機器等のテク

ノロジーを複数導入し、職員間の適切な役割分担の取組等を行なっており、1 年以内ごとに 1 回、

業務改善の取組による効果を示すデータの提供を行なった場合に算定します。  

 

1 月につき １０５円（１割） 

                                           ２０９円（２割） 

３１４円（３割） 

 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 

介護現場における生産性の向上に資する取組の促進を図る観点から、介護ロボットや ICT 等のテク

ノロジーの導入後の継続的なテクノロジー活用を支援するため、利用者の安全並びに介護サービス

の質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講

じた上で、見守り機器等のテクノロジーを 1 つ以上導入し、生産性向上ガイドラインの内容に基づ

いた業務改善を継続的に行うとともに、一定期間ごとに業務改善の取り組みによる効果を示すデー

タの提供を行なうことを評価した場合に算定します。 

1 月につき １１円（１割） 

                                            ２１円（２割） 

３２円（３割） 

 

 

介護職員処遇改善加算 

介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る介護職員等の賃金改善に関する計画を策定し、厚生労

働大臣が別に定める基準に適合しているため、下記の加算を算定します。 

 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）  

〔基本サービス費に各種加算減算を加えた総サービス費用〕×加算率７．５％×負担割合 

 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ）  

〔基本サービス費に各種加算減算を加えた総サービス費用〕×加算率７．１％×負担割合 

 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ）  

〔基本サービス費に各種加算減算を加えた総サービス費用〕×加算率５．４％×負担割合 

 

介護職員処遇改善加算（Ⅳ）  

〔基本サービス費に各種加算減算を加えた総サービス費用〕×加算率４．４％×負担割合 



（２）介護保険給付対象外サービス 

居住費および食費（１日につき）について 

 ●居住費・食費（利用者負担段階別） 

 
利用者負担第４段階 

（市民税世帯課税の方） 

利用者負担第１～３段階 

（市民税世帯非課税、年金収入等によって一定の預貯金以下の方） 

居住費 

（１日につき） 

多 床 室      ７５０円 

 

従来型個室 ２，７３０円 

 

所得に応じた負担限度額が設定されており、基準費用額

（多床室４３７円・従来型個室１,７２８円）と負担限度

額の差額を特定入所者介護サービス費として保険給付

されます。 

食 費 

（１日につき） 

朝   食   ５５０円 

昼   食   ７４０円 

夕   食   ８００円 

合    計 ２，０９０円 

所得に応じた負担限度額が設定されており、基準費用額

（食費１,４４５円）と負担限度額の差額を特定入所者介

護サービス費として保険給付されます。 

※おやつ（１１０円）は別途必要です。 

 

●利用者負担段階による負担額と特定入所者介護サービス費(１日につき) 

利用者負担段階 
利用者負担額 

特定入所者介護サービス費 

（保険給付） 

食 費 居住費 食 費 居住費 

第４段階 
・世帯に課税者がいる者 

・市町村民税本人課税者 

２，０９０円 

（おやつ別途） 

多床室 

７５０円 

 

従来型個室 

２，７３０円 

 

０円 ０円 

第３段階

① 

・世帯全員が市民税非課税で

あって、年金収入等 80 万

円超 120 万円以下 

６５０円 

（おやつ別途） 

多床室 

４３０円 

 

従来型個室 

１，３７０円 

 

７９５円 
多床室 

７円 

従来型個室 

３５８円 
第３段階

② 

・世帯全員が市民税非課税で

あって、年金収入等 120

万円超 

 

１，３６０円 

（おやつ別途） 

 

８５円 

第２段階 

・世帯全員が市民税非課税で

あって、年金収入金額（非

課税年金含む）＋合計所得

金額が 80 万円以下 

３９０円 

（おやつ別途） 

多床室 

４３０円 

 

従来型個室 

５５０円 

 

１，０５５円 

多床室 

７円 

従来型個室 

１，１７８円 

第１段階 

・生活保護受給者  

・世帯全員が市民税非課税で

ある老齢福祉年金受給者 

３００円 

（おやつ別途） 

多床室 

０円 

従来型個室 

５５０円 

 

１，１４５円 

多床室 

４３７円 

 

従来型個室 

１，１７８円 

 



（３）その他介護保険適用外の料金 

その他、介護保険適用外の全額自費分は、別紙料金表をご覧下さい。 

７．料金の支払期日と支払方法 

 

料金の支払期日 

  

毎月 25 日までにお願いします。（前月のサービス提供分） 

 

 

 

 

支 払 方 法 

１．口座自動振替 

２５日引落し、銀行休日の時は前日に引き落します。 

  利用者もしくは家族名義のゆうちょ銀行もしくは滋賀銀行 

  の口座より引落します。 

２．施設窓口での支払い 

営業時間内（８：３０～１７：００ ）にお願いします。 

３．指定口座への振込 

  振込先   滋賀銀行 志賀町支店   預金種目 普通預金 

  口座番号  ２５３６６９ 

  口座名義人 医療法人 湖青会（イリョウホウジン コセイカイ）  

※利用料金については、利用月の翌月１５日頃に請求書を郵送又はお渡し致します。 

８．施設利用に当たっての留意事項 

 １．面会時間（午前９時から午後８時まで）を厳守してください。 

 ２．外出・外泊は、所定の手続きにより管理者に届けてください。 

 ３．飲酒は、ほかの利用者の迷惑とならないよう、十分に気をつけてください。 

 ４．施設内は、全面禁煙となっていますので、喫煙はご遠慮ください。 

 ５．指定場所以外での、火気の取り扱いを禁止します。 

 ６．施設内の、設備・備品等を故意に破損したり、施設外への持ち出しを禁止します。 

 ７．所持品・備品等の持ち込みは、あらかじめ施設へご相談してください。 

 ８．金銭・貴重品を紛失された場合、当施設は責任を負いません。 

 ９．外泊等で、施設外での受診をされる場合は、あらかじめ施設へご相談してください。 

１０．営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動は禁止します。 

１１．宗教や習慣の相違などで、ほかの利用者を排撃し、自由を侵害することを禁止します。 

 

９．緊急時の対応 

 １．当施設は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合には、 

協力医療機関又は協力歯科医療機関での診察を依頼することがあります。 

 ２．当施設は、利用者に対し、当施設における介護保健施設サービスでの対応が困難な状態 

又は、専門的な医学的対応が必要と判断した場合には、他の専門的機関を紹介します。 

 ３．利用者は、高齢であり症状の悪化や急変が起こりうる可能性が考えられます。 

   当施設は、利用中に急変が生じた場合、その他必要な場合は、施設医師にすみやかに連絡を取る等必

要な援助をおこなうと共に、家族又は緊急連絡先に連絡をします。やむを得ず連絡が取れない場合は

緊急搬送等の対応をします。 



〈 協力医療機関 〉  

 ◆併設医療機関（同一敷地内） 

  名称  医療法人湖青会 青木医院 

  住所  滋賀県大津市和邇高城２６０番地の１  

    電話  ０７７－５９４－４０１８ 

診察時間 月 火 水 木 金 土 日・祝日 

9:00～12:00 ● ● ● 休診 ● ● 休診 

16:00～18:00 ● 休診 ● 休診 ● 休診 休診 

 

◆協力医療機関 

 名称  日本赤十字社 大津赤十字志賀病院 

 住所  滋賀県大津市和邇中２９８番地 

 電話  ０７７－５９４－８７７７ 

◆協力医療機関 

 名称  医療法人弘英会 琵琶湖大橋病院 

 住所  滋賀県大津市真野５丁目１－２９ 

 電話  ０７７－５７３－４３２１ 

 ◆協力歯科医療機関 

  名称  斉藤歯科医院 

  住所  滋賀県大津市和邇中浜４７８－６ 

  電話  ０７７－５９４－３７８３ 

１０．事故発生時の対応 

施設は、事故が発生しないよう可能な限り配慮しますが、利用者の症状（認知症等）ないし 

身体の能力により、施設利用中に事故が発生した場合は、速やかに保険者及び関係各機関ならびに家族ま

たは緊急連絡先へ連絡するとともに、必要な措置を講じます。 

１１．非常災害対策等 

 消防法に基づき、消防計画及び防火管理者を設置して非常災害対策を行っています｡ 

 ・防災設備  スプリンクラー、消火器、消火用散水栓、熱・煙探知機等 

・防災訓練  年２回実施 

１２．非常災害等の発生の際の連携・協力体制について 

施設は、非常災害等の発生の際に、その事業を継続することができるよう、近隣の他の施設等と連携し、

お互い協力することができる体制を構築するよう努めます。 

１３．相談・苦情窓口 

当施設には、支援相談員が勤務していますので、お気軽にご相談ください。 

 

当 施 設 の 相 談 窓 口 

 

ケアセンター志賀 介護支援専門員 

       担当：西村 市太郎 

電話 （０７７）５９４―０１１０ 

FAX （０７７）５９４－０１１２ 

 



ご相談や苦情の受付機関として、下記の窓口があります。 

 

 

大津市健康保険部介護保険課 

 

 

大津市御陵町３－１ 

電話（０７７）５２８－２７５３ 

 

 

滋賀県国民健康保険団体連合会 

 

 

大津市中央四丁目５－９ 滋賀国保会館内 

電話（０７７）５１０－６６０５（苦情専用） 

 

 

滋 賀 県 運 営 適 正 化 委 員 会 

（あんしん・なっとく委員会） 

 

草津市笠山７丁目８－１３８  

滋賀県立長寿社会福祉センター内 

電話（０７７）５６７－４１０７ 

 

１４．利用者の人権擁護、虐待防止等のための取組み 

施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うととも

に、施設の従業者に対し、研修の機会を確保します。 

１５．介護保険サービスからの暴力団排除 

施設を運営する法人の役員及び施設の管理者・従業者は、暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等

に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）であってはなりません。また、施設の運営につ

いて、暴力団員の支配を受けません。 

１６．秘密の保持 

 １ 施設職員に対して、施設職員である期間および施設職員でなくなった後においても、正当な理由が

無く、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう指導教育を適時行うほ

か、入職時に誓約書を提出させます。万が一、施設職員等が本規定に反した場合は、医療法人湖青会 

就業規則に基づき懲戒処分等に処します。 

２ 当施設は、サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、それ

ぞれの同意をあらかじめ文章により確認いたします。 

１７．ハラスメント防止対策  

  １ 事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指します。  

２ 利用者が事業者の職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑行為、セクシャル

ハラスメントなどの行為を禁止します。 

 



１８．「身体拘束ゼロ」の取り組みについて 

当施設では、入所者の皆さまに“身体拘束をしないケアを実現しょう”という基本方針を策定し、さまざ

まな取り組みを進めています。 

「身体拘束」、つまり“入所者の行動を制限する行為”には、次のようなものが考えられます。 

 

１． 徘徊やベッドからの転落をしないように手足を縛る。 

２． ベッドを柵（サイドレール）で囲む。 

３． 皮膚を掻きむしらないように、ミトン型の手袋などをつける。 

４． 車イスからのズリ落ちや立ち上がりができないようにベッドで固定したり、テーブル等で挟み

つける。 

５． 脱衣やオムツはずしができないように、つなぎの介護服を着せる。 

６． 行動を落ち着かせるため、向精神薬を過剰に投与する。 

７． 居室に鍵をかけ、閉じこめる。 

８． 経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢を縛る、またはミトン型の手袋などをつける。 

 

具体例として、以上のようなことなどがあげられます。 

 

このように身体拘束は、人権擁護という観点からも問題があるだけでなく、高齢者のＱＯＬ 

（生活の質）を完全に損なう危険性があります。 

だからこそ、当施設は“身体拘束をしないケア”をめざして取り組んでいます。 

しかしながら、“身体拘束しないケアの実現”は、決して容易なことではありません。転倒、転落、誤嚥、

誤飲等さまざまな危険（リスク）と困難がつきまといます。 

そのため、当施設は今までのケアのあり方を見直し、職員全員が強い意志をもって“身体拘束をしない

ケアの実現”に努力し、事故が起きないよう最大限の注意を払ってまいりますが、不可抗力的に事故が起こ

り得る確率が高くなりますので、家族の皆さまにも、この点をご理解いただき、ご協力いただけますようお

願いいたします。 

尚、担当職員より、身体拘束に関する基本的な考え方やケアプラン、リスク等について説明させていただ

きます。ご不明な点がございましたら、遠慮なく何なりとお申し付け下さい。 

 

 

（緊急やむを得ない場合の対応） 

 

１．当該利用者又は他の利用者等の生命又は、身体を保護するため緊急やむを得ない場合には、当施

設の身体拘束マニュアルに従い「身体拘束」を行います。 

２．「身体拘束」を行う場合は、切迫性、非代替性、一時性の三つの要件をすべて満たした状態である

ことを確認し、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記

録します。 

３．「身体拘束」を行う場合は、利用者本人や家族に対して、身体拘束の内容、目的、理由、拘束時間、

時間帯、期間等をできる限り詳細に説明し、十分な理解を得ます。 

４．緊急やむを得ない場合に該当するかどうかを常に観察、再検討し、要件に該当しなくなった場合

には直ちに「身体拘束」を解除します。 



別紙料金表  

《介護保険適用外の全額自費分》 

令和７年 4 月１日現在 

介護老人保健施設  ケアセンター志賀  

電話番号  （０７７）５９４－０１１０ 

ＦＡＸ番号（０７７）５９４－０１１２ 

  当事業所をご利用いただきますと、下記利用料の負担が必要となりますので、ご了承ください。 

介護保険適用外の自費負担額 

【利用者全員に必要な利用料金】               令和７年４月１日改定（下線部） 

食 費 

（日額２,０９０円） 

朝 食 

昼 食 

夕 食 

５５０円／１食 

７４０円／１食 

８００円／１食 

 

滞 在 費 

多 床 室 

個 室 

７５０円／１日 

２，７３０円／１日 

（＋下記個室料が加算されます） 

※ 生活保護受給者および市民税非課税世帯の方は負担軽減があります。 

 

【利用を選択された利用者に必要な利用料金】 

おやつ（利用者により選定） １１０円／１食 利用時に、｢あり｣｢なし｣から選定 

個室料 ７７０円／１日 トイレ・洗面付 

理容・美容代 ２，8００円／１回 業者に依頼 

電気器具持込み電気料 ５５円／１日 １機種あたりの料金 

文書代 １，６５０円／１通 診断書・医療費控除証明書等 

※ お部屋にテレビをご希望の方は、１日５５０円（別途消費税）でのレンタルをご紹介いたします。 

 

利用料の支払いについて 

料金の支払期日  毎月 25 日までにお願いします。（前月のサービス提供分） 

 

 

 

 

支 払 方 法 

１．口座自動振替 

２５日引落し、銀行休日の時は前日に引き落します。 

  利用者もしくは家族名義のゆうちょ銀行もしくは滋賀銀行 

  の口座より引落します。 

２．窓口での支払い 

営業時間内（８：３０～１７：００ ）にお願いします。 

３．指定口座への振込 

  振込先   滋賀銀行 志賀町支店   預金種目 普通預金 

  口座番号  ２５３６６９ 

  口座名義人 医療法人 湖青会（イリョウホウジン コセイカイ）  

※利用料金については、利用月の翌月１５日頃に請求書を郵送いたします。 

 



令和 6 年 4 月１日改定 

 

令和 6 年 4 月 1 日介護報酬改定および料金改定に伴う同意書 

 

私は、重要事項説明書に基づいて、介護老人保健施設のサービス内容及び重要事項の説明を

受けました。 

介護保険が適用されない利用料金について 

貴施設を利用するにあたり、介護保険が適用されない①個室の利用 ②電気製品持ち込み 

③テレビのレンタル ④おやつを摂取する場合は、下記の料金を支払うことに同意します。 

① 個室を利用する場合        １日      700 円（別途消費税） 

② 電気製品を持ち込みする場合    １日１機種   50 円（別途消費税） 

③ テレビをレンタルする場合     １日    550 円（別途消費税） 

④おやつ摂取の選択（ 有 ・ 無 ）  有の場合１日 100 円（別途消費税） 

※いずれかに〇印をご記入ください。 

 

 令和   年   月   日 

① 利用予定者（以下の１または２のいずれかを〇で囲んでください。） 

１． 代理人または成年後見人を選任しません。 

２． 代理人または成年後見人を選任し、この重要事項説明を受ける権限を委任します。（下記②を選任） 

 

住 所                               

 

氏 名                  印  

 

② 利用者代理人・成年後見人（選任されている場合はいずれかを〇で囲んでください） 

 

住 所                               

 

氏 名                  印  

 

     続 柄                      

 

 

当事業所は、重要事項説明書に基づいて、介護老人保健施設のサービス内容及び重要事項に

ついて説明しました。 

（事業者） 所 在 地 滋賀県大津市和邇高城２６０番地の１ 

       事業者名 医療法人 湖青会 

            介護老人保健施設 ケアセンター志賀 

             

説明者名                     印 


